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皇
室
典
範
改
正

論
議
先
送
り
も

伝
統
維
持
派

に
勢
い

秋
篠
宮
妃
紀
子
さ
ま
が
出
産
さ
れ
た
男

子
は
、
皇
太
子
さ
ま
、
秋
篠
宮
さ
ま
に
次

ぐ
皇
位
継
承
者
と
な
る
こ
と
か
ら
、
女
性
、

女
系
天
皇
を
容
認
す
る
皇
室
典
範
改
正
に

向
け
た
政
府
、与
党
内
の
本
格
論
議
は
「
伝

統
維
持
派
」
の
勢
い
が
増
し
、
さ
ら
に
先

送
り
さ
れ
そ
う
だ
。

た
だ
、
社
会
全
体
で
進
む
少
子
化
と
皇

室
も
無
縁
で
は
な
く
、
改
正
の
目
的
だ
っ

た
安
定
的
な
皇
位
継
承
を
ど
の
よ
う
に
図

っ
て
い
く
か
と
い
う
課
題
は
い
ず
れ
再
浮

上
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
国
民
合
意
を
形

成
し
て
い
く
た
め
に
も
、
時
間
を
か
け
た

冷
静
な
議
論
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。

小
泉
純
一
郎
首
相
の
私
的
諮
問
機
関

「
皇
室
典
範
改
正
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」

は
昨
年
十
一
月
、
「
男
系
男
子
」
に
限
定

し
て
い
る
皇
位
継
承
資
格
を
女
性
と
そ
の

子
供
の
「
女
系
」
皇
族
に
も
拡
大
す
る
よ

う
求
め
る
報
告
書
を
首
相
に
提
出
。
首
相

は
今
年
一
月
の
施
政
方
針
演
説
で
、
報
告

書
に
基
づ
く
皇
室
典
範
改
正
案
を
国
会
に

提
出
す
る
と
明
言
し
た
。

こ
れ
に
対
し
自
民
党
内
か
ら
、
男
系
男

子
の
皇
族
が
継
承
し
て
き
た
伝
統
を
尊
重

す
る
よ
う
求
め
る
声
が
強
ま
り
、
賛
否
両

論
が
交
錯
。
そ
う
し
た
中
、
紀
子
さ
ま
の

懐
妊
が
判
明
す
る
と
、
小
泉
首
相
は
「
多

く
の
国
民
が
、
穏
や
か
に
改
正
が
望
ま
し

い
と
思
う
状
況
で
改
正
し
た
方
が
い
い
」

と
改
正
見
送
り
に
転
じ
た
。

ポ
ス
ト
小
泉
最
有
力
の
安
倍
晋
三
官
房

長
官
は
改
正
先
送
り
を
首
相
に
〝
進
言
〞

し
た
こ
と
が
あ
り
、
女
性
、
女
系
天
皇
の

容
認
に
は
慎
重
と
の
見
方
が
強
い
。
自
民

党
内
閣
部
会
が
六
月
に
ま
と
め
た
報
告
書

で
も
、
女
性
、
女
系
天
皇
容
認
と
現
行
制

度
維
持
と
の
両
論
を
併
記
す
る
形
に
な
っ

た
。
こ
の
た
め
政
府
、
与
党
内
で
は
男
子

誕
生
で「
国
論
を
二
分
し
か
ね
な
い
」
（
自

民
党
幹
部
）
皇
室
典
範
改
正
へ
の
取
り
組

み
を
回
避
す
る
ム
ー
ド
が
一
層
強
ま
る
と

見
る
向
き
が
多
い
。

▼
は
故
人
、
敬
称
略
。
数
字
は
継
承
順
位
（
白
丸
は
現
行
。

黒
丸
は
女
性
、
女
系
天
皇
容
認
で
長
子
優
先
）
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